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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
軸部の一端側に傘部を一体的に形成され、バルブ傘部とバルブ軸部間のフィレット部に対
応する位置に設けられた隔壁で分離された傘側中空部と軸側中空部が形成され、前記傘側
中空部は、前記隔壁、傘部外殻の球面状の凹部、及び前記傘部の燃焼室側の傘側中空部の
底面を画成するキャップ材とで形成され、かつ前記傘側中空部には、ガスまたはバルブ形
成金属より低熱伝導率の材料を収容して断熱部が構成され、かつ前記軸側中空部には、冷
却材が装填されて冷却部が構成された中空ポペットバルブにおいて、
　前記断熱部では断熱効果が得られ、前記冷却部では熱引き効果が得られ、前記隔壁の上
下方向の位置及び上下方向の長さの少なくとも一方を設定して、前記断熱効果と前記熱引
き効果の相対値を調節できることを特徴とする中空ポペットバルブ。
【請求項２】
　軸部の一端側に傘部が一体的に形成され、かつバルブ傘部とバルブ軸部間のフィレット
部に対応する位置に設けられた隔壁で分離された傘側中空部と軸側中空部が形成され、前
記傘側中空部は、前記隔壁、傘部外殻の球面状の凹部、及び前記傘部の燃焼室側の傘側中
空部の底面を画成するキャップ材とで形成され、かつ前記傘側中空部には、ガスまたはバ
ルブ形成金属より低熱伝導率の材料を収容して断熱効果が得られる断熱部が構成され、か
つ前記軸側中空部には、冷却材が装填されて、熱引き効果が得られる冷却部が構成された
中空ポペットバルブの前記断熱効果と前記熱引き効果の相対値の調節方法において、前記
隔壁の上下方向の位置及び上下方向の長さの少なくとも一方を設定して、前記断熱効果と
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前記熱引き効果の相対値を調節することを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、バルブ本体の傘部から軸部にかけて、断熱空間と中空部が形成された中空ポ
ペットバルブに関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１、２等には、軸端部に傘部を一体的に形成したポペットバルブが記載されて
いる。内燃機関で使用されるポペットバルブは、吸気路又は排気路が接続されるシリンダ
ヘッドの弁座に着座して前記吸気路又は排気路を開閉させてエンジンを駆動させている。
【０００３】
　通常、内燃機関は、燃焼室の内部温度が高いほど燃焼効率は向上する。前記燃焼室の熱
は前記ポペットバルブを介して外部に散逸することが多い。そのため、前記燃焼室に接触
するポペットバルブの傘表にあるいはその近傍に、空間を形成して、この空間を真空にし
たり、不活性ガスを充填したり、あるいは前記ポペットバルブを構成する材料より熱伝導
率の小さい材料を充填して、断熱空間を形成し、燃焼室内の熱の散逸を抑制している（特
許文献１参照）。
【０００４】
　このように、断熱空間を形成することにより、燃焼室は高温になるが、燃焼室の温度が
高すぎると、ノッキングが発生して所定のエンジン出力が得られず、燃費の悪化（エンジ
ンの性能の低下）につながる。そこで、燃焼室の温度を下げるために、燃焼室で発生する
熱をバルブを介して積極的に熱伝導させる方法（バルブの熱引き効果を上げる方法）とし
て、冷却材を不活性ガスとともに中空部に装填した種々の中空バルブが提案されている。
【０００５】
　特許文献２のポペットバルブでは、傘部から軸部にかけて中空部が形成され、この中空
部には、エンジンバルブの母材よりも熱伝導率の高い冷却材（例えば、金属ナトリウム、
融点約９８℃）が不活性ガスとともに装填されている。
【０００６】
　エンジンバルブの中空部は、傘部内から軸部内に延びており、それだけ多くの量の冷却
材を中空部に装填できるので、エンジンバルブの熱伝導性（以下、バルブの熱引き効果と
いう）を高めることができる。しかしながら、エンジンバルブの軸部は中空部が形成され
て体積が減少しているため、前記熱引き効果が大きすぎると、軸部の温度が過度に上昇す
る。エンジンバルブのうちの吸気バルブは、ガソリンと空気の混合気を吸気するが、この
吸気バルブの表面温度が高すぎると、この吸気バルブに接触する前記混合気が体積膨張し
て、ワンサイクルで吸引できる混合気の量が減少して、エンジンの効率が低下してしまう
。また、エンジンバルブのうち、排気バルブは吸気バルブと比較して高温にさらされ、特
に首部の強度低下が生じやすくなっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１２－７２７４８
【特許文献２】実開昭６１－１０６６７７
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　このように冷媒を使用するポペットバルブでは、断熱効果と熱引き効果の相対値を調節
して、最大の燃焼効率を達成することが望ましい。特許文献２記載のポペットバルブでは
、断熱空間部９と冷却室７が形成され、両者が傘部表面部Ａにより分離されている。この
ポペットバルブでは、断熱効果を生じさせる断熱空間部９と、熱引き効果を生じさせる冷
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却室７が存在するが、両者を分離する傘部表面部Ａは、バルブ固有の部材で、この部材を
コントロールして断熱効果と熱引き効果を調節するという発想は生じない。つまり、断熱
空間部９と冷却室７の形状が固定され、したがってそれぞれの容量が一定であるため、断
熱効果と熱引き効果を各車種等に応じた適切な相対割合に設定できないのである。
【０００９】
　本発明は、先行文献に対する発明者の前記した知見に基づいてなされたもので、その目
的は、燃焼室で得られた熱エネルギーがバルブに散逸してしまうことを抑制し燃焼効率を
格段に改善できる中空ポペットバルブを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記目的を達成するために、本発明（請求項１）に係る中空ポペットバルブにおいては
、軸部の一端側に傘部を一体的に形成した中空ポペットバルブにおいて、前記バルブには
、隔壁で分離された傘側中空部と軸側中空部が形成され、前記傘側中空部には、ガスまた
はバルブ形成金属より低熱伝導率の材料を収容して断熱部が構成され、かつ前記軸側中空
部には、冷却材が装填されるように構成した。
【００１１】
　（作用）このような構成から成るポペットバルブを、エンジンバルブとして使用すると
、隔壁より下方の傘側中空部（断熱空間部または大径中空部）では、該空間の熱伝導率が
低いため、燃焼室内の熱の放散が抑制されて燃焼室内の温度が高く維持される。一方前記
隔壁より上方の冷却部では、金属ナトリウムなどの冷却材が、冷却部の外壁面と該冷却部
の周囲の混合気を冷却する。冷却部は中空状に成型されているため、高熱により疲労強度
の低下が生じ損傷しやすくなるが、前記冷却材により冷却されるため、熱的な損傷が生ず
る虞が殆ど生じなくなる。これは、混合気の温度が高い排気バルブの首部において特に顕
著である。そして前記ポペットバルブが吸気バルブの場合、吸気される混合気が加熱膨張
してワンサイクルで吸気される混合気の量が減少して燃費が低下する。しかしながら冷却
材により前記混合気が冷却されるため、混合気が量的に十分に供給されてエンジンが円滑
に作動するようになる。つまり、バルブ周辺の吸入気(混合気)がバルブから受ける熱によ
り体積膨張するため吸入量が減少することによる燃焼効率低下が抑制され、さらに前述の
熱エネルギーの散逸抑制と相俟って燃焼効率を格段に改善させることが可能になる。
【００１２】
　そして本発明の場合、前記断熱空間部と前記冷却部が前記隔壁により分離されているた
め、この隔壁の上下方向の位置や上下方向の長さを、使用車種等に応じて適宜設定するこ
とにより、適切な断熱効果と熱引き効果が得られる。さらに、前記断熱空間部と前記冷却
部を形成したことにより中空構造になるため、前記ポペットバルブの機械的強度が不足す
るが、前記隔壁により、機械的強度が上昇する。
【００１３】
　請求項２においては、請求項１に記載の中空ポペットバルブにおいて、前記傘部の燃焼
室側表面、前記傘部から前記軸部に掛けての外周面、および傘側中空部内壁の少なくとも
一箇所に、断熱層を形成するよう構成した。
【００１４】
　（作用）この中空ポペットバルブでは、本来高温に曝されやすい前記傘部の燃焼室側表
面、例えば傘部外殻の底面とキャップ下面と、前記傘部から前記軸部に掛けての外周面、
例えばポペットバルブのフィレット部の両方または一方に、セラミックス等から成る断熱
層が形成されているため、各部材が高温に曝されることが回避され、高温安定性が得られ
る。また、傘側中空部内壁にも断熱層を形成することにより、傘部外殻に成形した断熱層
を通過した熱が傘部中空に伝導するのを抑制し、更に断熱効果を高めることが出来る。
【００１５】
　請求項３においては、請求項１または２に記載の中空ポペットバルブにおいて、前記隔
壁が、バルブ本体と一体成型されているように構成する。
【００１６】
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　（作用）バルブ本体と隔壁が一体成型されていると、接合界面が存在せず、剛性が高く
、熱的および機械的応力に対して、高耐性があり、過酷な環境で使用されるポペットバル
ブが提供できる。
【００１７】
　請求項４においては、請求項１または２に記載の中空ポペットバルブにおいて、前記隔
壁が、前記軸部の内径と実質的に同じ外径を有する円柱体を前記冷却部内に挿嵌や溶接な
どの接合をして所定位置に固定されるよう構成する。
【００１８】
　（作用）この円柱体を冷却部内に挿嵌して隔壁を構成する態様では、一体成型の場合と
同程度の剛性は得られないが、円柱体の挿嵌位置や円柱体の上下長さを容易に変更でき、
更に材質の変更も容易であり、必要とする断熱効果と熱引き効果を得やすくなる。
【００１９】
　請求項５においては、請求項１から４までのいずれか１項に記載の中空ポペットバルブ
において、前記傘部の燃焼室側には、傘側中空部の底面を画成するキャップ材が接合され
るよう構成する。
【００２０】
　（作用）このキャップを接合する態様では、傘側中空部を所望の断熱材やガスで充填す
ることが容易になり、かつ接合を真空または減圧下で行うことにより、傘側中空部を低熱
伝導性の真空または減圧に維持できる。
　請求項６においては、前記断熱部では断熱効果が得られ、前記冷却部では熱引き効果が
得られ、前記隔壁の上下方向の位置及び上下方向の長さの少なくとも一方を設定して、前
記断熱効果と前記熱引き効果の相対値を調節できる。
　請求項７においては、軸部の一端側に傘部が一体的に形成され、かつ隔壁で分離された
傘側中空部と軸側中空部が形成され、前記傘側中空部には、ガスまたはバルブ形成金属よ
り低熱伝導率の材料を収容して断熱効果が得られる断熱部が構成され、かつ前記軸側中空
部には、冷却材が装填されて、熱引き効果が得られる冷却部が構成された中空ポペットバ
ルブの前記断熱効果と前記熱引き効果の相対値の調節方法において、前記隔壁の上下方向
の位置及び上下方向の長さの少なくとも一方を設定して、前記断熱効果と前記熱引き効果
の相対値を調節する方法が提供される。
　（作用）請求項６及び７では、前述の通り、隔壁の設置位置や上下長を変更して、使用
車種等に応じて適宜設定することにより、適切な断熱効果と熱引き効果が得られる。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明に係る中空ポペットバルブによれば、隔壁の設置位置や上下長を変更しやすく、
使用車種等に応じて適宜設定することにより、適切な断熱効果と熱引き効果が得られる。
さらに、前記隔壁により、断熱空間部や冷却部が形成されたポペットバルブの機械的また
は熱的強度が上昇する。
【００２２】
　請求項２に係る中空ポペットバルブによれば、高温に曝されやすい傘部の燃焼室側表面
、前記傘部から前記軸部に掛けての外周面、および傘側中空部内壁の少なくとも一箇所に
、熱伝導率の低い断熱層を形成してあり、これによりこれらの箇所が、燃焼室内や排気炉
内の燃焼ガスの熱により熱的に損傷することが回避され、かつ傘側中空部の燃焼室側の内
壁に断熱層を形成することにより、燃焼室側から傘側中空部に熱が伝導されるのを抑制す
る。さらに傘側中空部の軸部側の内壁に断熱層を形成すると、燃焼室内の熱が軸部側に伝
導されるのを抑制する。
【００２３】
　請求項３に係る中空ポペットバルブによれば、隔壁とバルブ本体を一体成型したポペッ
トバルブにおいて、成型時の変形が大きい、前記軸部と前記傘部の境界付近の強度向上に
対する寄与が大きくなる。
【００２４】
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　請求項４に係る中空ポペットバルブによれば、隔壁を前記断熱空間部と前記冷却部の容
積を比較的自由に設定でき、したがって断熱効果と熱引き効果をそれぞれの最適値に近づ
けることができる。
【００２５】
　請求項５に係る中空ポペットバルブによれば、キャップ材が接合して傘側中空部の底面
を画成するため、傘側中空部内へ所望のガスや断熱材を充填したり、前記傘側中空部を真
空または減圧に維持することを容易に行うことができる。
　請求項６に係る中空ポペットバルブによれば、隔壁の設置位置や上下長を適宜設定する
ことにより、適切な断熱効果と熱引き効果が得られる。
　請求項７に係る中空ポペットバルブの製造方法でも同様に、隔壁の設置位置や上下長を
適宜設定することにより、適切な断熱効果と熱引き効果が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の第１の実施例である中空ポペットバルブの縦断面図である。
【図２】第１の実施例の中空ポペットバルブの製造工程を示す図で、（ａ）はバルブ中間
品であるシェルを鍛造する熱間鍛造工程、（ｂ）は傘部寄り小径中空部に相当する孔を穿
設する孔穿設工程、（ｃ）は軸端部寄り小径中空部に相当する孔を穿設する孔穿設工程、
（ｄ）は小径中空部に冷却材を充填する冷却材装填工程、（ｅ）は軸端部材を軸接する軸
接工程（小径中空部密閉工程）、（ｆ）は傘部外殻の凹部（大径中空部）の開口側内周面
にキャップを接合する工程（大径中空部密閉工程）を示す図である。
【図３】本発明の第２の実施例である中空ポペットバルブの縦断面図である。
【図４】本発明の第３の実施例である中空ポペットバルブの縦断面図である。
【図５】本発明の第４の実施例である中空ポペットバルブの縦断面図である。
【図６】本発明の第５の実施例である中空ポペットバルブの縦断面図である。
【図７】本発明の第６の実施例である中空ポペットバルブの縦断面図である。
【図８】第６の実施例の中空ポペットバルブの製造工程を示す図で、（ａ）はバルブ中間
品であるシェルを鍛造する熱間鍛造工程、（ｂ）は傘部の外殻の球面状の凹部底面（大径
中空部の天井面）に段付き平坦部を形成する工程（段付き平坦部形成工程）、（ｃ）は傘
部外殻の凹部底面（大径中空部の天井面）から軸部にかけて小径中空部に相当する孔を穿
設する孔穿設工程、（ｄ）は傘部外殻の凹部側から小径中空部に冷却材を充填する冷却材
装填工程、（ｅ）は小径中空部の開口部にプラグを圧入してロウ付けなどで接合する工程
（小径中空部密閉工程）、（ｆ）は傘部外殻の凹部（大径中空部）の開口側内周面にキャ
ップを溶接する工程（大径中空部密閉工程）を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　次に、本発明の実施の形態を実施例に基づいて説明する。
【００２８】
　図１は、本発明の第１の実施例である内燃機関用の中空ポペットバルブを示す。
【００２９】
　図１において、符号１０は、真っ直ぐに延びるバルブ軸部１２の一端側に、外径が徐々
に大きくなるＲ形状のフィレット部１３を介して、バルブ傘部１４が一体的に形成された
耐熱合金製の中空ポペットバルブで、バルブ傘部１４の外周には、テーパ形状のフェース
部１６が設けられている。
【００３０】
　中空ポペットバルブ１０内の中空部は、バルブ傘部１４とバルブ軸部１２間のフィレッ
ト部１３に対応する位置に設けられた厚さがｘ１である隔壁１５によって、バルブ傘部１
４側の大径中空部（傘側中空部）Ｓ１と、バルブ軸部１２側の小径中空部（軸側中空部）
Ｓ２とに分離されるとともに、分離された大径中空部Ｓ１には、常圧の空気、窒素、アル
ゴン等のガスが充填されるか真空または減圧に保持され、小径中空部Ｓ２には、不活性ガ
スとともに冷却材１９がそれぞれ装填されている。前記大径中空部Ｓ１は熱伝導性が低い
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真空に維持することが望ましい。
【００３１】
　詳しくは、バルブ傘部１４内には、球面状の天井面１４ｂ１およびバルブ傘部１４の外
形に略倣うテーパ形状の外周面（傾斜面）１４ｂ２を備えた球面（ドーム）形状の大径中
空部Ｓ１が設けられ、一方、バルブ軸部１２内には、大径中空部Ｓ１の球面状天井面１４
ｂ１に対し直交するように該天井面１４ｂ１の近傍まで延びる細長い円柱状の小径中空部
Ｓ２が設けられて、小径中空部Ｓ２と大径中空部Ｓ１間には、バルブ傘部１４に一体的に
形成された厚さｘ１の隔壁１５が設けられている。
【００３２】
　さらに詳しくは、軸部１２ａの一端側に傘部外殻１４ａが一体的に形成され、軸部１２
ａの他端側に開口する小径中空部Ｓ２に相当する孔が形成されたバルブ中間品である軸一
体型シェル（以下、単にシェルという）１１と、シェル１１の傘部外殻１４ａの球面状の
凹部１４ｂにおける開口側内周面１４ｃに接合された円盤形状のキャップ１８と、シェル
１１の軸部１２ａに軸接された軸端部材１２ｂとによって、バルブ傘部１４内の中空部Ｓ
１とバルブ軸部１２内の中空部Ｓ２が隔壁１５を介して分離された中空ポペットバルブ１
０が構成され、中空部Ｓ１には、空気、窒素、アルゴン等のガスが充填され、中空部Ｓ２
には、不活性ガスとともに冷却材１９がそれぞれ装填されている。冷却材１９の装填量は
、例えば、中空部Ｓ２の容積のほぼ１／２～４／５である。
【００３３】
　なお、図１における符号２はシリンダヘッド、符号６は燃焼室４から延びる排気通路で
、排気通路６の燃焼室４への開口周縁部には、バルブ１０のフェース部１６が当接できる
テーパ面８ａを備えた円環状のバルブシート８が設けられている。符号３はシリンダヘッ
ド２に設けられたバルブ挿通孔で、バルブ挿通孔３は、バルブ１０の軸部１２が摺接する
円筒形状のバルブガイド３ａで構成されている。符号９は、バルブ１０を閉弁方向（図１
の上方向）に付勢するバルブスプリング、符号１２ｃは、バルブ軸部１２の端部に設けら
れたコッタ溝である。
【００３４】
　キャップ１８は低熱伝導の材料（例えばインコネルなど）の材料を使用し、また、燃焼
室４や排気通路６の高温ガスにさらされる部位である、シェル１１は、耐熱鋼（例えばＳ
ＵＨ３５など）で構成されているのに対し、機械的強度が要求されるものの、シェル１１
およびキャップ１８ほどの耐熱性が要求されない軸端部材１２ｂは、シェル１１で使用す
る耐熱鋼の廉価材(例えばＳＵＨ１１など)などで構成されている。
【００３５】
　このように構成された中空ポペットバルブ１０の隔壁１５より下方の中空部Ｓ１には、
通常空気が充填されるが、この空間に断熱材を装填しても良い。該断熱材の材質としては
、耐熱金属やカーボンなどがあり、例えばステンレス鋼製の不織布、短繊維、長繊維、粉
末、又は金網、あるいはグラッシーカーボンの小微球により構成された、空隙率が約２５
～８０％のフィルターとして使用できる。また、別の具体例として、金属製不織布に補強
金網や保護金網を積層してなる、積層金属不織布フィルターを、例示することができる。
この断熱材は取扱いが容易になる。さらに前記断熱材は耐熱金属糸を立体的に形成した金
属織物によって構成してもよい。
【００３６】
　中空部Ｓ１内に空気を充填するか、あるいはに断熱材を装填することにより、この中空
部Ｓ１の熱伝導率が低下して、これにより、燃料の燃焼によって発生するエネルギーが熱
としてバルブ本体を介して外部に奪われる量が少なくなる（冷却損失が小さくなる。）。
【００３７】
　前記隔壁１５より上方の中空部Ｓ２内の金属ナトリウムなどの冷却材は、冷却部の外壁
面と該冷却部の周囲の混合気を冷却する。冷却部は中空状に成型されているため、高温に
より高温強度が低下が生じ損傷しやすくなるが、前記冷却材により冷却されるため、熱的
な損傷が生ずる虞が殆ど生じなくなる。
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【００３８】
　小径中空部Ｓ２は、内径ｄ１が比較的大きいバルブ軸端部寄りの小径中空部Ｓ２１と、
内径ｄ２が比較的小さい（ｄ２＜ｄ１）バルブ傘部１４寄りの小径中空部Ｓ２２で構成さ
れて、小径中空部Ｓ２１、Ｓ２２間には、円環状の段差部１７が形成されるとともに、段
差部１７を越えた位置まで冷却材１９が装填されている。
【００３９】
　このため、小径中空部Ｓ２内の冷却材１９が、バルブ１０が開閉動作する際に作用する
慣性力によって上下方向に移動する際に、段差部１７近傍に乱流が発生し、冷却材１９が
攪拌されることとなって、バルブ軸部１２における熱引き効果（熱伝導性）が改善されて
いる。
【００４０】
　また、小径中空部Ｓ内の段差部１７は、図１に示すように、バルブガイド３の排気通路
６に臨む側の端部３ｂに略対応する位置に設けられて、内径の大きい軸端部寄り小径中空
部Ｓ２１を軸方向に長く形成することで、バルブ１０の耐久性を低下させることなく、バ
ルブ軸部１２の冷却材１９との接触面積が増えて、バルブ軸部１２の熱伝達効率が上がり
、小径中空部Ｓ２１形成壁が薄肉となって、バルブ１０も軽量となる。即ち、小径中空部
Ｓ２内の段差部１７は、図１の仮想線に示すように、バルブ１０が開弁(下降)しきった状
態で、排気通路６内とならない所定位置（バルブ軸部１２における薄肉の小径中空部Ｓ２
１形成壁が排気通路６内の熱の影響を受け難い所定位置）に設けられている。図１の符号
１７Ｘは、バルブ１０が開弁(下降)しきった状態での段差部１７の位置を示す。
【００４１】
　詳しくは、金属の疲労強度は高温になるほど低下するため、常に排気通路６内にあって
高熱にさらされる部位である、バルブ軸部１２におけるバルブ傘部１４寄りの領域は、疲
労強度の低下に耐え得る程度の肉厚に形成する必要がある。一方、熱源から離れ、しかも
常にバルブガイド３ａに摺接する部位である、バルブ軸部１２における軸端部寄りの領域
は、冷却材１９を介して燃焼室４や排気通路６の熱が伝達されるものの、伝達された熱は
バルブガイド３ａを介して直ちにシリンダヘッド２に放熱されるため、バルブ傘部１４寄
りの領域ほどの高温となることがない。
【００４２】
　即ち、バルブ軸部１２における軸端部寄り領域は、バルブ傘部１４寄りの領域よりも疲
労強度が低下しないため、薄肉に形成（小径中空部Ｓ２１の内径を大きく形成）しても、
強度的（疲労により折損する等の耐久性）には問題がない。
【００４３】
　そこで、本実施例では、小径中空部Ｓ２１の内径を大きく形成して、第１には、小径中
空部Ｓ２全体の表面積（冷却材１９との接触面積）を増やすことで、バルブ軸部１２にお
ける熱伝達効率が高められている。第２には、小径中空部Ｓ２全体の容積を増やすことで
、バルブ１０の総重量が軽減されている。
【００４４】
　また、バルブの軸端部材１２ｂは、シェル１１ほどの耐熱性が要求されないため、シェ
ル１１の材料よりも耐熱性の低い廉価材（例えばＳＵＨ１１など）を用いることで、バル
ブ１０を安価に提供できる。
【００４５】
　また、先行特許文献２のように、バルブ軸部からバルブ傘部にかけて中空に構成された
中空バルブは、バルブ軸部が中実体で構成された中空バルブと比べて、バルブ軸部の曲げ
や捩じりに対する強度が低いが、本実施例のバルブ１０では、小径中空部Ｓ２と大径中空
部Ｓ１を分離する隔壁１５がバルブ傘部１４に一体的に形成されて、バルブ軸部１２の曲
げや捩じりに対する強度の低下を補うので、それだけ耐久性に優れている。
【００４６】
　次に、第１の実施例の中空ポペットバルブ１０の製造工程を、図２に基づいて説明する
。
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【００４７】
　まず、図２（ａ）に示すように、熱間鍛造工程により、球面状の凹部１４ｂを設けた傘
部外殻１４ａと軸部１２ａとを一体的に形成したシェル１１を成形する。傘部外殻１４ａ
における球面状の凹部１４ｂの底面１４ｂ１は、軸部１２ａ（シェル１１の中心軸線Ｌ）
に対し直交する球面で形成されている。
【００４８】
　熱間鍛造工程としては、金型を順次取り替える押し出し鍛造で、耐熱鋼製ブロックから
シェル１１を製造する押し出し鍛造、またはアップセッタで耐熱鋼製棒材の端部に球状部
を据え込んだ後に、金型を用いてシェル１１（の傘部外殻１４ａ）を鍛造する据え込み鍛
造のいずれであってもよい。なお、熱間鍛造工程において、シェル１１の傘部外殻１４ａ
と軸部１２ａとの間には、Ｒ形状フィレット部１３が形成され、傘部外殻１４ａの外周面
には、テーパ形状フェース部１６が形成される。
【００４９】
　次に、図２（ｂ）に示すように、シェル１１の軸部１２ａの端部側から小径中空部Ｓ２
２に相当する孔１４ｅをドリル加工により穿設する（孔穿設工程）。この孔穿設工程によ
り、大径中空部Ｓ１を構成する傘部外殻１４ａの凹部１４ｂと、小径中空部Ｓ２２を構成
する軸部１２ａ側の孔１４ｅとを分離する隔壁１５が形成される。
【００５０】
　次に、図２（ｃ）に示すように、シェル１１の軸部１２ａの端部側から、小径中空部Ｓ
２１に相当する孔１４ｆをドリル加工により穿設し、段部１７を形成する（孔穿設工程）
。
【００５１】
　次に、図２（ｄ）に示すように、シェル１１の軸部１２ａを上に向けて配置し、小径中
空部Ｓ２に相当する孔１４ｅ、１４ｆ内に冷却材（固体）１９を所定量充填する（冷却材
装填工程）。
【００５２】
　次に、図２（ｅ）に示すように、アルゴンガス雰囲気下で、シェル１１の軸部１２ａに
軸端部材１２ｂを軸接する（小径中空部密閉工程）。
【００５３】
　最後に、図４（ｆ）に示すように、アルゴンガス雰囲気下で、傘部外殻１４ａの凹部１
４ｂの開口側内周面１４ｃにキャップ１８を接合（例えば、抵抗接合）して、バルブ１０
の大径中空部Ｓ１を密閉（大径中空部密閉工程）し、軸端部にコッタ溝１２ｃ(図１参照)
を形成する加工を施すことで、バルブ１０が完成する。なお、キャップ１８の接合は、抵
抗接合に代えて、電子ビーム溶接やレーザー溶接等を採用してもよい。なおキャップ１８
を接合する際に、前述のアルゴンガス雰囲気に代えて、減圧状態で接合すると、大径中空
部Ｓ１内を減圧にすることができる。
【００５４】
　図３は、本発明の第２の実施例である内燃機関用の中空ポペットバルブを示す。
【００５５】
　第２の実施例の中空ポペットバルブ１０Ａ（シェル１１Ａ）では、隔壁１５Ａの厚さを
第１の実施例の隔壁１５の厚さｘ１より厚いｘ２とした（ｘ１＜ｘ２）こと以外は、第１
実施例と同様の構成を有する。第１の実施例と同一部材には同一の符号を付すことで、そ
の重複した説明は省略する。第２の実施例のポペットバルブでは、隔壁１５Ａの厚さ（上
下方向の長さ）を第１の実施例より厚くしたので、機械的強度が比較的弱いフィレット部
１３が強化される。このように、隔壁１５Ａの厚さを適宜調節することにより、必要十分
な強度を得ることができる。
【００５６】
　なお、図３に示した第２の実施例の中空ポペットバルブ１０Ａを製造するためには、図
２（ｂ）の孔穿設工程における孔１４ｅ穿設のドリル加工時の孔穿設距離を（ｘ２－ｘ１
）だけ短くする工程を加えれば良い。
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【００５７】
　図４は、本発明の第３の実施例である中空ポペットバルブを示す。第３の実施例の中空
ポペットバルブ１０Ｂは、前記第２の実施例の変形例で、第２の実施例と同一部材には同
一符号を付して説明を省略する。第３の実施例では、球面状の天井面１４ｂ１の頂上部に
、中心軸線Ｌに沿って凹入部１４ｇを形成し、該凹入部１４ｇと小径中空部Ｓ２間に隔壁
１５Ｂが形成される。
【００５８】
　この第３の実施例では、凹入部１４ｇの長さを調節することにより、前記凹入部１４ｇ
の体積を増減させて、大径中空部Ｓ１と合わせた断熱空間の体積を最適に設定して、望ま
しい断熱効率を得ることができる。
【００５９】
　図５は、本発明の第４の実施例である中空ポペットバルブを示す。第４の実施例の中空
ポペットバルブ１０Ｃは、前記第２の実施例の変形例で、第２の実施例と同一部材には同
一符号を付して説明を省略する。第４の実施例では、傘部外殻１４ａの底面およびキャッ
プ１８の下面、Ｒ形状のフィレット部１３、および、傘側中空部（Ｓ１）内壁に、セラミ
ックス等から成る断熱層２１が、例えば溶射により被覆形成されている。この断熱層２１
は、傘部外殻１４ａの底面とキャップ１８の下面、フィレット部１３、および傘側中空部
内壁の少なくとも一箇所に被覆すればよい。ここで、傘側中空部（Ｓ１）内壁とは、傘側
中空部（Ｓ１）のドーム状の球状凹部（１４ｂ）とキャップ１８上面が含まれ、これらの
全部または一部に断熱層２１を形成する。
【００６０】
　中空ポペットバルブ１０Ｃの内、傘部外殻１４ａの底面とキャップ１８の下面は燃焼室
４の高温に曝され、またポペットバルブが排気バルブである場合には、前記フィレット部
１３が排気路内の高温の混合気に曝される。これらの箇所に断熱層２１を形成することで
、耐熱性が向上し、高温安定性が得られる。また、傘側中空部内壁のキャップ１８上面に
断熱層２１を形成すると、キャップ１８下面側の断熱層２１では遮断できなかった熱が遮
断されて、傘側中空部に熱が伝導されるのを抑制することができる。また球状凹部（１４
ｂ）に形成された断熱部により、傘状中空部（Ｓ１）内の熱が軸部方向に伝達されること
を抑制できる。
【００６１】
　図６は、本発明の第５の実施例である中空ポペットバルブを示す。第５の実施例の中空
ポペットバルブ１０Ｄは、前記第１の実施例の変形例で、第１の実施例と同一部材には同
一符号を付して説明を省略する。第５の実施例では、大径の中空部Ｓ１’が半球状ではな
く、略円錐台状に形成され、したがって前記大径の中空部Ｓ１’の天井面が平面１４ｃと
して形成され、さらに小径の中空部Ｓ２’に、第１の実施例における段部１７が形成され
ていない。この第５の実施例でも、前述の各実施例と同様に、隔壁１５Ｃにより前記大径
の中空部Ｓ１’と小径の中空部Ｓ２’が区画されて、それぞれ断熱効果と冷却効果が発揮
される。小径の中空部Ｓ２’内での対流は生じないが、その分、製造が簡略化される。
【００６２】
　図７は、本発明の第６の実施例である中空ポペットバルブを示す。前述の実施例では、
中空ポペットバルブは、バルブ軸部内の小径中空部とバルブ傘部内の大径中空部は、シェ
ルに一体的に形成された隔壁によって分離されているのに対し、この第６の実施例の中空
ポペットバルブ１０Ｅでは、バルブ軸部１２内の小径中空部Ｓ２”とバルブ傘部１４内の
大径中空部Ｓ１”は、小径中空部Ｓ２”の大径中空部Ｓ１”への開口部内に固定されて隔
壁を構成するシェル１１Ｅと同材の耐熱鋼もしくはそれよりも低熱伝導の材料（例えばイ
ンコネルなど）のプラグ（円柱体）１５Ｄよって分離されている。このプラグ１５Ｄは、
大径中空部Ｓ１”方向から圧入(挿嵌)することにより所定位置に固定される。この第６の
実施例では、大径中空部Ｓ１”の傾斜外周面１４ｂ２の頂上部付近に段付き平坦部１４ｂ
３が形成されている。
【００６３】
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　その他の構成は、前記した第１の実施例に係る中空ポペットバルブ１０と同一であり、
同一の符号を付すことで、その重複した説明は省略する。
【００６４】
　この第６の実施例のバルブ１０Ｅでは、中空部Ｓ１”、Ｓ２”を分離する隔壁であるプ
ラグ１５Ｄが、バルブ１０Ｅの素材である耐熱鋼と同材もしくはそれよりも低熱伝導の材
料で構成されているので、中空部Ｓ１”から伝達される熱を隔壁で更に抑制することが出
来て、それだけ断熱効果に優れている。また、軸接せずに加工することが出来るので、新
たに軸接工程を設ける必要がなく、工程を省略することが出来る。
【００６５】
　次に、中空ポペットバルブ１０Ｅの製造工程を、図８に基づいて説明する。
【００６６】
　まず、図８（ａ）に示すように、熱間鍛造工程により、球面状の凹部１４ｂを設けた傘
部外殻１４ａとバルブ軸部１２とを一体的に形成したシェル１１Ｅを成形する。
【００６７】
　次に、図８（ｂ）に示すように、大径中空部Ｓ１”の球形面の頂上部付近に切削等によ
り、段付き平坦部１４ｂ３を形成する（段付き平坦部形成工程）。
【００６８】
　次に、図８（ｃ）に示すように、傘部外殻１４ａの凹部１４ｂが上向きとなるようにシ
ェル１１Ｂを配置し、傘部外殻１４ａの凹部１４ｂ側の前記段付き平坦部１４ｂ３からバ
ルブ軸部１２にかけて小径中空部Ｓ２”に相当する円孔１４ｅをドリル加工により穿設す
る（孔穿設工程）。孔穿設工程により、大径中空部Ｓ１”を構成する傘部外殻１４ａの凹
部１４ｂと、小径中空部Ｓ２”を構成するバルブ軸部１２側の円孔１４ｅが連通する。こ
の孔穿設工程では、段付き平坦部１４ｂ３からドリル加工ができるため、正確かつ容易に
円孔１４ｅを穿設できる。
【００６９】
　次に、図８（ｄ）に示すように、シェル１１Ｂの傘部外殻１４ａの凹部１４ｂの円孔１
４ｅに冷却材（固体）１９を所定量充填する（冷却材装填工程）。
【００７０】
　次に、図８（ｅ）に示すように、アルゴンガス雰囲気下で、傘部外殻１４ａの凹部１４
ｂ内の孔１４ｅの開口部に、プラグ１５Ｂを圧入しロウ付けにより固定して、小径中空部
Ｓ２”を密閉する。
【００７１】
　最後に、図８（ｆ）に示すように、アルゴンガス雰囲気下で、傘部外殻１４ａの凹部１
４ｂにキャップ１８を接合した後、軸端部にコッタ溝を形成する加工を施すことで、バル
ブ１０Ｅが完成する。
【符号の説明】
【００７２】
１０、１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄ、１０Ｅ　中空ポペットバルブ
１１、１１Ａ、１１Ｂ、１１Ｃ，１１Ｄ、１１Ｅ　傘部外殻と軸部を一体的に形成したバ
ルブ中間品であるシェル
１２　バルブ軸部
１２ａ　シェルの軸部
１４　バルブ傘部
１４ａ　傘部外殻
１４ｂ　傘部外殻の凹部
１４ｂ１　大径中空部の天井面
１４ｂ２　大径中空部のテーパ形状外周面
１４ｂ３　段付き平坦部
１５、１５Ａ、１５Ｂ．１５Ｄ　隔壁
１５Ｅ　隔壁を構成するプラグ（円柱体）
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１７　段部
１８　キャップ
１９　冷却材
２１　断熱層
Ｌ　バルブの中心軸線
Ｓ１、Ｓ１’，Ｓ１”　円錐台形状の傘側中空部（大径中空部）
Ｓ２、Ｓ２’，Ｓ２”　直線状の軸側中空部（小径中空部）
Ｓ２１　軸端部寄り小径中空部
Ｓ２２　傘部寄り小径中空部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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